
【建災防神奈川支部-2024.04.01】 

当支部で主催する講習に外国人の方を受講させる事業者の方へ 

建設業労働災害防止協会神奈川支部 

 厚生労働省の通達により登録教習機関において、受講する外国人が当該技能講習の内容を理解できるか確認し、

受講申請の際、その結果を登録教習機関に対して通知することとされています。 

 労働安全衛生法で定められている各種技能講習は、日本語が理解できている事を前提とした試験に合格する必要

があり、特別教育等の安全衛生教育については、事業者の義務で受講させるもので、日本語を理解し、なおかつそ

の内容が理解できていなければ教育義務を果たしたものとは認められません。 

 当支部が主催する技能講習及び特別教育等に外国人の方の申し込みをさせる場合においては、通達に基づき以下

をご記入の上、提出くださいますようお願いします。 

 

 

・通訳
つうやく

や受講
じゅこう

の補佐
ほ さ

をする方
かた

の同席
どうせき

はできません。 

・講 習 中
こうしゅうちゅう

に講師
こ う し

やほかの受講生
じゅこうせい

に漢字
か ん じ

の読み方
よ み か た

や日本語
に ほ ん ご

の意味
い み

を質問
しつもん

することはできません。 

・日本語
に ほ ん ご

の理解力
りかいりょく

について、申告書
しんこくしょ

の内容
ないよう

に該当
がいとう

しないと事務局
じむきょく

が判断
はんだん

した場合
ば あ い

は、途中
とちゅう

退席
たいせき

をお願
ねが

いすることが

あります。この場合
ば あ い

、講習
こうしゅう

受講料
じゅこうりょう

、テキスト
て き す と

代金
だいきん

等
とう

は返金
へんきん

いたしません。 

・技能
ぎ の う

講習
こうしゅう

の試験
し け ん

問題
もんだい

は日本語
に ほ ん ご

表記
ひょうき

ですが、事前
じ ぜ ん

に希望
き ぼ う

された場合
ば あ い

、試験
し け ん

問題
もんだい

の漢字
か ん じ

にひらがなのルビ
る び

が振
ふ

られ

た試験
し け ん

問題
もんだい

を提供いたします。なお、合格点
ごうかくてん

に達
たっ

しない場合
ば あ い

、修 了 証
しゅうりょうしょう

は発行
はっこう

いたしません。 

・補講
ほ こ う

等
とう

は 行
おこな

いません。 

・受講前
じゅこうまえ

に予習
よしゅう

のためテキスト
て き す と

を購入
こうにゅう

することができます。（講習
こうしゅう

日
び

当日
とうじつ

にテキスト
て き す と

が改訂
かいてい

されている場合
ば あ い

は改
あらた

めて購入
こうにゅう

することが必要
ひつよう

です。）講習
こうしゅう

日
び

当日
とうじつ

テキスト
て き す と

を忘
わす

れた場合
ば あ い

は、再度
さ い ど

購入
こうにゅう

していただきます。また、足場
あ し ば

特別
とくべつ

教育
きょういく

（ベトナム語版
べ と な む ご ば ん

・英語版
えいごばん

）、フルハーネス
ふ る は ー ね す

特別
とくべつ

教育
きょういく

（ベトナム語版
べ と な む ご ば ん

・英語版
えいごばん

）についてはサブテキスト
さ ぶ て き す と

を購入
こうにゅう

する事
こと

ができます。 

 

 

日本語
に ほ ん ご

の理解力
りかいりょく

確認書
かくにんしょ

 
 

① 受講者
じゅこうしゃ

の日本語
に ほ ん ご

の理解力
りかいりょく

について該当
がいとう

する場合
ばあい

は〇
まる

をつけてください。 

 技能
ぎのう

講 習
こうしゅう

等
など

で使われる
つか     

テキスト
て き す と

の内容
ないよう

が日本語
に ほ ん ご

のままで分かる
わ   

 

② 受講者
じゅこうしゃ

の日本語
に ほ ん ご

能 力
のうりょく

の参考
さんこう

となる資格
しかく

などを書いて
か   

ください。（例えば
た と   

：「日本語
に ほ ん ご

能 力
のうりょく

試験
しけん

でＮ４認定
にんてい

された」など） 

 

③  技能講習
ぎのうこうしゅう

を受講
じゅこう

される方
かた

はどちらかに〇をつけてください。 

 漢字
かんじ

にルビ
る び

がふられた試験
しけん

問題
もんだい

を （ 希望
きぼう

する  ・  希望
きぼう

しない ） 
 

令和    年    月    日 

             

             上記
じょうき

注意
ちゅうい

事項
じ こ う

について同意
ど う い

いたします 

              

 

                                        （受講者自署
じしょ

） 

         

外国人
がいこくじん

労働者
ろうどうしゃ

の方
かた

が受講
じゅこう

する際
さい

の注意
ちゅうい

事項
じ こ う

や受講の補佐をする方の同席はできませ

ん。 

・講習中に講師やほかの受講生に漢字の読

み方や日本語の意味を質問することはでき

ませ 

ん。 

・日本語の理解力について、申告書の内容

に該当しないと講師が判断した場合は、途

中退席をお願いすることがあります。この

場合、講習代金、テキスト代金等は返金い

たしません。 

・技能講習については、試験があります。

試験問題は日本語表記ですが、事前に希望

された場合、試験問題の漢字にひらがなの

ルビが振られた試験問題を提供いたしま

す。なお、合格点に達しない場合、修了証

は発行いたしません。また、補講等は行い

ません。 

・特別教育等についても、教育終了後に理

解度をチェックし、理解できていないと認

めた場合は修了証を発行しないこともあり

ます。 

・受講前に予習のためテキストを購入する

ことができます。（講習日当日にテキストが

改訂されている場合は改めて購入すること

が必要です。）また、一部講習に外国語で記

載されたテキストがありますので、必要で

あれば事務局までお問い合わせください。

（建災防ホームページで紹介しておりま

す。） 

 

講習日 

 

講習名 

 

確認印 

   

 

※事務局記入欄 


